
政府提出「佐々木憲昭議員の指定した条件に基づき計算した、いくつかのパターンの世帯における税、保険料額等」の現役世帯（夫年収700万円サラリーマン（協会けんぽ、40歳以上）、妻専業主婦、小学生の子ども2人）より作成。
「所得税＋住民税」は、年少扶養控除の廃止分と復興特別所得税、復興財源のための均等割り住民税の合計。 【2013 年 4月 2日　予算委員会　日本共産党　佐々木憲昭　パネル ・配付資料 4】

子育て世帯の家計が壊れる子育て世帯の家計が壊れる

負担増 ・給付減

　合わせて

　約 37 万円

22001111年度分 22001166年度分

所得税+住民税

医療・介護保険料

年金保険料

消費税

子ども手当・児童手当
（給付なのでマイナス計上）2277..66万円万円 2244..00万円万円

1144..33万円万円  
2288..66万円万円  

57.557.5万円万円  

63.763.7万円万円  

38.638.6万円万円  

44.144.1万円万円  

61.061.0万円 万円 

68.368.3万円万円  


